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  様式９（添付１－３） 

 

 

令和６年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 
（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 
地方公共団体名【長浜市】 

 

令和６年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

１． 事業の実施体制（運営協議会・連絡協議会の構成員等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【長浜市外国人児童生徒等教育に係る日本語教育担当者連絡会の構成員】 

外国人子どもサポート室長、日本語教育加配教員または学校の担当者、市主任指導員および指導員、各言語サポー

ト支援員(母語支援員)、外国人児童生徒初期指導員、外国人児童生徒学習指導員 

２．具体の取組内容  

（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

・令和６年6月21日と令和７年１月22日に「長浜市帰国・外国人児童生徒等教育に係る日本語教育担当者連絡会」を開

催し、外国籍生徒の進路状況や取組、日本語初期指導について共有した。あわせて、各校の現状について情報

交換し、より効果的な指導・支援体制の構築について協議した。 

・主任指導員を中心に、各校における日本語指導の運営について把握・指導を実施した。特に、海外からの直接転

入により日本語がほとんど話せない児童生徒在籍校に連絡をとり、児童生徒の状況把握を細かく行った。 

・事務局担当者が全サポート支援員および初期指導員との面談を実施し、現状把握した。「特別の教育課程」による

指導を行っている学校については、実施状況の確認を行った。 

（２）学校における指導体制の構築 

・支援が必要な児童生徒の多言語化が顕著になり、ネパール語およびモンゴル語、中国語を母語とする児童生徒

が急増している。このような母語のサポートができない言語については、自動翻訳機(ポケトーク)やICT機器を活用

し対応している。 

・主任指導員を中心に、加配教員やサポート支援員等が連携しながら、初期指導対応や児童生徒およびその保護

者や教員への支援や教育相談、就学指導等を行った。 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

・教育委員会の指導のもと、各校にて｢特別の教育課程｣の編成や改善を行うようにし、共通理解を図った。 

（４）成果の普及 

・市連絡協議会において、外国人児童生徒教育の現状と課題、日本語教室の運営、日本語加配指導教員
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による取組等について報告および情報交換を行い、各校で共有した。 

・長浜市主催多文化共生会議にサポート指導員が参加し、本市の取組を紹介した。 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

・サポート支援員を定期的に市内10小学校、5中学校、１義務教育学校に派遣した。また、家庭訪問や保護者対応

にも通訳として担任教員に同行した。学期末の個別懇談会や新入生説明会でも通訳を務めた。さらに、学校便りや

保健便りといった、保護者配布文書の翻訳を行った。 

 

 

３．成果と課題   

 

（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

・日本語担当者連絡会により、各校の状況把握や担当者の思い等を共有することができ、年度後半の取組につな

げることができた。学校やサポート支援員等が抱えている課題を適宜把握することで、迅速に対応することができ

た。また、保護者対応（通訳・翻訳業務）に関する課題が多く挙げられたので、学校や支援員の負担軽減につなが

るような方策を考えたい。 

（２）学校における指導体制の構築 

・加配教員や学習指導員、サポート指導員・支援員、初期指導員の連携により、より一層個の力に応じた適切な学習

指導、支援が可能となり、一人ひとりの基礎的な学力の定着を図ることができた。 

・主任指導員を中心に、関係機関や各サポート支援員との連携を密にすることで、支援を必要とする児童生徒およ

び学校に対し計画的な支援体制を提供することができた。また、生徒指導事案発生時などの緊急時の対応の強化

へとつながった。 

・主任指導員の指導により、学習に必要なプリントや教材を用意し、理解状況に応じた指導ができた。初期指導カリ

キュラムを活用することにより、関係職員が一貫した指導内容を計画的に実施することができた。 

・海外からの直接転入による外国人児童生徒在籍校には、状況に応じて初期指導員を派遣しているが、ネパール

語やモンゴル語など、支援が困難となる母語の児童生徒に対する支援体制の構築が急務になる。 

・中国語の母語支援が必要な生徒が多く在籍する中、中国語サポート支援に当たれる人材が見つからず、ポケトー

ク等での対応が続いている。中国語を母語とする児童生徒に対する支援体制の構築が急務になる。 

(３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

・市内共通様式の活用により、在籍児童生徒について各学校で一定の指導の在り方を共通認識することができた。

また、作成者の負担軽減も図れている。さらに、特別の教育課程による指導を受けている児童生徒の状況を把握す

るための資料として有効活用でき、教育委員会と学校の連携強化につながっている。 

・児童生徒によって、日本語能力や家庭環境等の違いが大きく、特に在籍数が多い学校では、指導者が児童生徒

それぞれの状況を把握することが困難になっている。 

（４）成果の普及 

・地域への発信が十分できていないため、学校や市での様々な取組を発信したり、児童生徒が学習の成果を発表

したりすることで、地域や関係機関による理解を深め、協力・連携して外国人児童生徒の支援につなげていけるよう

にしていきたい。 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

・サポート支援員の計画的な派遣を行うことで、外国にルーツをもつ児童生徒の日本語によるコミュニケーション能

力と基礎的・基本的な学力向上のための一助となった。 

・学習指導、生活指導、教育相談を在籍校で適宜行うことができ、外国にルーツをもつ児童生徒の学校生活をより

円滑にし、また生徒指導等の問題が起こったときにも迅速に対応し、早期に解決することができた。 

・外国にルーツをもつ児童生徒の保護者の不安を解消でき、特に転出入時の手続きについてもスムーズに行うこと

ができた。また緊急な対応を要するときには自動翻訳機を活用することで対応できた。 

・支援が必要な児童生徒の多言語化が課題となってきている。自動翻訳機やICT機器等の活用など、対象児童生

徒に対する支援の方策を考えたい。 
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本事業で対応した幼児・児童

生徒数 

 

幼稚園等 小学校 中学校 
義務教育 

学校 
高等学校 

中等教育 

学校 

特別支援 

学校 

人 

（   園） 

      

199 人 

（ 10校） 

 

   86 人 

（ 5校） 

   12 人 

（ 1 校） 

     人 

（   校）  
     人 

（   校） 

 

人 

（   校） 

 

うち、特別の教育課程で指導

を受けた児童生徒数 
 

      

167 人 

（ 7校） 

 

      

49 人 

（ 5校） 

 

      

12 人 

（ 1校） 

 

      

人 

（   校） 

 

      

人 

（   校） 
 

 

人 

（   校） 

 

４．その他（今後の取組予定等） 

 

・中国語の母語支援を必要とする児童生徒の増加を受け、中国語サポート支援員を１名任用する。 

・タガログ語の母語支援を必要とする児童生徒の増加を受け、１名増員し２名体制とする。 

 

 


